
一般社団法人 日本放射化学会 2026 年度 若手海外渡航支援制度 募集要項 
 
1. 趣旨 本制度は、日本放射化学会若手の会の会員が自ら海外の学術会議や共同研究、研
究施設訪問等に参加することを支援し、海外とのネットワークの形成を促すことで、自立し
た一個人の研究者を育成することを目的とする。 
  
2. 応募資格 日本放射化学会「若手の会」の会員。 
（本支援金は、日本国外に居住する者（外為法上の「非居住者」）を対象とすることはでき
ません。申請者は、応募時および渡航実施時点において日本国内に居住していることが必要
です。 ） 
 
3. 応募要件 
 以下の条件をすべて満たす者とする。 

① 応募時および実施時において、指導教員または所属機関の所属長等の推薦を受けて
いること。 

② 渡航は、採択が内定した年度およびその翌年度末までに開始・実施されること。 
③ 所属機関における海外渡航に係る規程や必要な手続きを遵守し、必要な承認・許可

を得られる見込みであること。出発までに承認が得られない場合は採択を取り消す。 
④ 海外で研究活動を遂行できる健康状態にあること。 
⑤ 海外滞在に伴うリスクを十分に認識し、自己責任のもとで行動できること。 
⑥ 治療・救援費用に十分な補償が含まれる海外旅行保険に加入すること。 
⑦ 採択後、渡航開始までに指導教員または所属長による派遣承諾書を提出すること。 
⑧ 渡航終了後、所定の報告書および渡航経費の支出を確認できる証憑類（領収書、チ

ケット等）の写しを、帰国後 2 週間以内に提出すること。報告内容は学会誌等を通
じて公開される場合がある。提出がない場合、支援金の返還を求めることがある。 

⑨ 同一年度における申請は、一人 1件までとする。 
⑩ 本支援金は、他の財団・学会・機関等からの資金援助との併給を妨げるものではな

い。ただし、同一経費について重複して支援を受けることはできない。他の資金援
助を受ける場合には、当該制度において併給が禁止されていないか、申請者本人で
確認すること。 

 
4. 支援内容 
次のいずれかに該当する海外渡航に係る旅費、参加登録費、保険料等を支援する。 

• 学術会議・ワークショップ等への参加・発表 
• 共同研究・共同実験等への参加 
• 研修プログラム等への参加 



• その他理事会が認める渡航 
 
5. 支援金額 上限 50 万円以内で、理事会が承認した金額を支給する。  
 
6. 募集人数 若干名 
 
7. 応募方法 以下の申請書、申請承諾書に必要事項を記入し、若手奨励委員会に提出する
こと。  

• 若手海外渡航支援金申請書 
• 若手海外渡航支援金申請承諾書 

 
8. 審査方法 審査委員会（会長が指名する正会員により構成）において、以下の観点から
書類審査を行い、理事会が最終的に決定する。 

• キャリア形成における海外渡航の意義 
• 滞在計画の妥当性・具体性 
• その他、必要な事項 

 
9. 支援対象者の義務 支援対象者は以下の義務を負う。 

• 渡航に際して学会の品位を損なわない行動をとる。 
• 渡航終了後、所定の報告書および支出を確認できる証憑類（領収書、チケット等）

の写しを若手奨励委員会に提出する。 
• 支援対象者の氏名・所属等は学会誌等で公開される場合があることを承諾する。 
• 支援対象者は、日本放射化学会誌「放射化学」その他の媒体で本支援による成果を

報告記事として執筆する。 
• 支援対象者は、渡航終了から一定期間が経過した後、日本放射化学会からのフォロ

ーアップ調査に協力する。 
 
10. 申込締切・結果通知 

応募締切：2026 年 7月 31 日（金曜日）正午 
審査結果通知：8月 31日までにメールで通知 
支援対象者決定後～派遣までに、指導教員による派遣承諾書および支援金振込に
必要な書類を提出すること。詳細は支援対象者に後日連絡する。  

 
11. 採択後の注意事項 
• 計画変更について：申請時点の滞在構想からの計画変更は、原則認めない。ただし、や

むを得ない場合は若手奨励委員会の審査・承認を経て認めることがある（日本放射化学



会若手海外渡航支援制度規程第 6条第３項の範囲内）。 
• 証憑書類の提出：渡航経費の支出を確認できる証憑類（領収書、チケット等）の写しを、

報告書と合わせて必ず提出すること。 
• 返還規定：以下の場合、支援金の一部または全額の返還を求めることがある。 

o 渡航を実施しなかった場合 
o 支援対象内容以外の用途に支援金を使用した場合 
o 報告書または証憑類の写しを期限内に提出しない場合 
o 報告内容に疑義が生じた場合 
o 派遣先で不適切な行動等があった場合 
o 募集要項記載事項に違反した場合 
o 支援対象者の義務を果たさなかった場合 

 
12. 問い合わせ先・書類提出先 
一般社団法人日本放射化学会 若手奨励委員会 
E-mail: ytt@radiochem.org 

 


